
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 中央区地域コミュニティ協議会一覧 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所地域課 

個人情報ファイルの利用目的 地域コミュニティ協議会への支援を行うため。 

記録項目 
１ 所属団体、２ 氏名、３ 住所、４ 電話番号、 

５ メールアドレス 

記録範囲 地域コミュニティ協議会長 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市各課、国・県の機関、外郭団体、関係者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所地域課 

〒951-8553 

新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自治会事務委託事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所地域課 

個人情報ファイルの利用目的 新潟市自治会事務委託要綱に基づく事務を行うため。 

記録項目 
１ 識別番号、２ 所属団体、３ 氏名、４ 住所、 

５ 電話番号、６ 口座情報、７ 苦情・要請、８ 相談 

記録範囲 
自治・町内会長、受領委任を受けた者、文書送付先に指名さ

れた者 

記録情報の収集方法 自治・町内会長 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市各課、国・県の機関、外郭団体、関係者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所地域課 

〒951-8553 

新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 利用許可申請書（ 綴）  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区地域課万代市民会館 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 会館利用者の記録・ 管理及び使用料決定を 行う ため 

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  所属団体、  

５  施設利用 

記録範囲 利用許可申請書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 （ 受付受託業者） 二幸産業㈱新潟支社 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区地域課 万代市民会館 

〒９ ５ ０ －０ ０ ８ ２  新潟市中央区東万代町９ 番１ 号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 使用料納付期日決定申請書（ 綴）  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区地域課万代市民会館 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 会館利用者の記録・ 管理及び使用料決定を 行う ため 

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  所属団体、  

５  施設利用 

記録範囲 使用料納付期日決定申請書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 （ 受付受託業者） 二幸産業㈱新潟支社 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区地域課 万代市民会館 

〒９ ５ ０ －０ ０ ８ ２  新潟市中央区東万代町９ 番１ 号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 使用料免除申請書（ 綴）  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区地域課万代市民会館 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 会館利用者の記録・ 管理及び使用料決定を 行う ため 

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  所属団体、  

５  施設利用 

記録範囲 使用料免除申請書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 （ 受付受託業者） 二幸産業㈱新潟支社 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区地域課 万代市民会館 

〒９ ５ ０ －０ ０ ８ ２  新潟市中央区東万代町９ 番１ 号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 使用料還付申請書（ 綴）  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区地域課万代市民会館 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 会館利用者の記録・ 管理及び使用料決定を 行う ため 

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  所属団体、  

５  施設利用、 ６  口座番号等 

記録範囲 使用料還付申請書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 （ 受付受託業者） 二幸産業㈱新潟支社 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区地域課 万代市民会館 

〒９ ５ ０ －０ ０ ８ ２  新潟市中央区東万代町９ 番１ 号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 団体登録名簿綴 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区地域課万代市民会館 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 会館利用者の記録・ 管理を 行う ため 

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  所属団体、  

５  施設利用 

記録範囲 団体登録申込書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 （ 受付受託業者） 二幸産業㈱新潟支社 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区地域課 万代市民会館 

〒９ ５ ０ －０ ０ ８ ２  新潟市中央区東万代町９ 番１ 号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市戸籍・住民票郵便請求管理システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市中央区窓口サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 郵便請求に係る証明書の記録及び管理を行うため 

記録項目 
１受付日、２発行日、３請求者名、 

４預かり額、５交付した証明書類、６返戻額 

記録範囲 郵便請求に係る証明書の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人、家族、代理人、第三者からの申請 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区窓口サービス課 

〒951-8552 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

15



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

16



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 みんなでつながるにっ こ にこ 子育て応援事業 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 

孤立し やすい妊娠期から 子育て期に専門職に気軽に相談でき

る講座を 開催し 、 育児不安を 軽減する こ と を目的と し た「 み

んなでつながるにっ こ にこ 子育て応援事業」 を 実施するた

め。  

記録項目 
1 氏名、 2 性別、 3 生年月日、 4 年齢、 5 住所 

6 電話番号  

記録範囲 みんなでつながるにっ こ にこ 子育て応援事業の参加者 

記録情報の収集方法 本人及び委託事業者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 
加工でき る箇所が極めて限定的であり 、 行政機関等匿名加工

情報の提案の募集を行う 実質的意義がないため。  
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 子育てサポート 広場ふるまち 運営業務フ ァ イ ル 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区役所健康福祉課こ ども 支援係 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
施設利用や短時間保育の使用料の徴収と 収納、 育児相談業務

を 実施するため 

記録項目 
１  氏名、 ２  性別、 ３  生年月日、 ４  年齢、 ５  住所、

６  電話番号 

記録範囲 短時間保育利用者または相談者及び児童 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外から の提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通６ 番町８ ６ ６ 番地 

      中央区区役所３ 階 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 地域保健福祉センタ ー施設利用関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課東地域保健福祉セン タ ー 

中央区健康福祉課南地域保健福祉セン タ ー 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
条例の定める条件に該当する 者に対し て、 地域保健福祉セン

タ ーの施設利用許可に関する 事務を行う ため 

記録項目 1 氏名、 2 住所、 3 電話番号 4 所属団体 

記録範囲 地域保健福祉センタ ー利用許可申請書を提出し た者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課東地域保健福祉センタ ー 

〒950-0082 新潟市中央区東万代町9番52号 

新潟市中央区役所健康福祉課南地域保健福祉センタ ー 

〒950-0972 新潟市中央区新和3丁目3番1号 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 児童虐待防止対策業務フ ァ イ ル 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区役所健康福祉課こ ども 支援係 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 要保護児童等への適切な保護を実施するため 

記録項目 

１  氏名、 ２  性別、 ３  生年月日、 ４  年齢、 ５  住所、

６  電話番号、 ７  児童の養育状況、 ８  世帯の状況、  

９  職業・ 職歴、 １ ０  学歴、 １ １  相談 

記録範囲 相談や通告があっ た者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外から の提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 要保護児童対策地域協議会 構成員 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通６ 番町８ ６ ６ 番地 

      中央区区役所３ 階 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 職員派遣依頼関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課健康増進係 

中央区健康福祉課地域保健福祉担当 

中央区健康福祉課東地域保健福祉セン タ ー 

中央区健康福祉課南地域保健福祉セン タ ー 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 地域団体から 依頼のあっ た職員派遣に関する事務を 行う ため 

記録項目 1 氏名、 2 住所、 3 電話番号 4 所属団体 

記録範囲 職員派遣依頼書を 提出し た者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

新潟市中央区役所健康福祉課東地域保健福祉センタ ー 

〒950-0082 新潟市中央区東万代町9番52号 

新潟市中央区役所健康福祉課南地域保健福祉センタ ー 

〒950-0972 新潟市中央区新和3丁目3番1号 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 赤ちゃ ん誕生お祝い会＆交流会支援事業関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 

赤ちゃ ん誕生を機に、 地域の子育て中のママ・ パパ同士だけ

でなく 、 そのほかの地域住民と の交流を深め、 地域全体での

子育て支援と 、 多世代が交流でき る環境づく り を 進めるこ と

を 目的と し た赤ちゃ ん誕生お祝い会＆交流会支援事業を実施

するため。  

記録項目 
1 氏名、 2 性別、 3 生年月日、 4 年齢、 5 住所 

6 電話番号 

記録範囲 赤ちゃ ん誕生お祝い会及び交流会の対象者・ 参加者 

記録情報の収集方法 本人及び委託団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 
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訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 
加工でき る箇所が極めて限定的であり 、 行政機関等匿名加工

情報の提案の募集を行う 実質的意義がないため。  
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 訪問看護情報提供書関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課地域保健福祉担当 

中央区健康福祉課東地域保健福祉セン タ ー 

中央区健康福祉課南地域保健福祉セン タ ー 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
訪問看護利用者に係る保健福祉サービ スに必要な情報と し て

提供さ れた訪問看護情報提供書の管理を行う ため 

記録項目 

1 氏名、 2 住所、 3 性別、 4 生年月日、 5 年齢、  

6 電話番号、 7 健康状態、 8 障がいの有無、 9 傷害名、  

10 病歴、 11 検査結果、 12 治療内容 

記録範囲 訪問看護利用者で、 情報提供の同意が得ら れた者 

記録情報の収集方法 訪問看護ステーショ ンから の提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

 

新潟市中央区健康福祉課地域保健福祉担当 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

新潟市中央区役所健康福祉課東地域保健福祉センタ ー 

〒950-0082 新潟市中央区東万代町9番52号 

新潟市中央区役所健康福祉課南地域保健福祉センタ ー 

〒950-0972 新潟市中央区新和3丁目3番1号 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 
新潟市避難行動要支援者名簿情報外部提供同意書及び新潟市

避難行動要支援者名簿登載（ 変更） 同意書兼申請書 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる事務をつかさ どる 組織の名
称 

中央区健康福祉課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
避難行動要支援者名簿への登載を 希望する人の必要な情報と

し て管理を行う ため。  

記録項目 

1 氏名、 2 性別、 3 生年月日、 4 住所、 5 連絡先 

6 自治会名、 7 民生委員名、 8 法定代理人等氏名 

9 避難支援等を 必要する事由、 10 緊急連絡先 

記録範囲 避難行動要支援者名簿に登載を希望する者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

新潟市中央区役所健康福祉課 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 新潟県交通災害共済報償費支払システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 新潟県市町村総合事務組合が報償費の支払を 行う ため 

記録項目 
１  自治会名、 ２  代表者名、 ３  加入者数、 ４  世帯数   

５  振込金額 ６  口座情報  

記録範囲 交通災害共済会員募集事務協力自治会 

記録情報の収集方法 自治会から の提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟県市町村総合事務組合 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
□法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 法第60条第3項に該当し ないため 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 新潟県交通災害共済関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
交通災害共済加入及び見舞金請求に関する 業務に利用する た 

め 

記録項目 

新潟県交通災害共済加入者の 

１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号 

 

新潟県交通災害共済見舞金請求者の 

１  被災者氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  生年月日   

５  請求者氏名 ６  事故日 ７  入院・ 通院日数  

８  見舞金等級 ９  見舞金金額 

記録範囲 交通災害共済加入者、 共済見舞金請求者 

記録情報の収集方法 本人またはその同居家族 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

35



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 法第60条第3項に該当し ないため 

 

36



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

市が心身の状態などにより災害時に自ら避難することが困難

で、支援が必要な方の情報を掲載した名簿を作成し、平常時

から自治会、町内会、自主防災組織の地域の支援者や消防機

関、警察署などに提供し、発災時の体制作りを支援するも

の。 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、 ３ 性別、 ４ 住所、５ 電 

話番号、６ 緊急連絡先氏名、７ 緊急連絡先電話番号、８ 

名簿該当事由  

記録範囲 名簿掲載者及びその緊急連絡先となる者 

記録情報の収集方法 要支援者本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 自治会・町内会 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区役所総務課 

（所在地）〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

NEXT21 5階 

37



 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 ― 

 

38



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 市長・ 区長への手紙 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課  

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 

市民（ 区民） から 市政（ 区政） に関する 提言・ 要望などを 寄

せても ら い市政（ 区政） への運営及びセ策策定の参考資料と

する ため 

記録項目 １  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  職業 

記録範囲 手紙主 

記録情報の収集方法 本人から の提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 所管課 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

 

（ 名 称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

Next 21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

39



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 

 

40



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 被災届出証明書関係綴り 、 災害被害調査関係綴り  

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
災害発生時に被災証明書を 発行するため。  

災害発生時に被害状況を 調査し 必要な支援を 行う ため。  

記録項目 
１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  被災状況、 ５  家

族構成（ 必要な場合のみ）  

記録範囲 区内で発生し た災害の被災者 

記録情報の収集方法 本人及びその家族 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

           NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

41



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 ― 

 

42



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 中央区自主防災組織一覧 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 

大規模災害発生時には地域住民による 組織的な防災活動が有

効なこ と から 、 住民組織を 母体と し た自主防災組織の育成

や、 組織の活動を 支援する ため 

記録項目 １  防災組織名、 ２  氏名、 ３  住所、 ４  電話番号 

記録範囲 自主防災組織の役員 

記録情報の収集方法 自主防災組織から の提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

           NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

43



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☐法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が１ ， ０ ０ ０ 人未満 

 

44



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 新潟市防災士の会（ 中央区支部） 会員データ ー 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
任意加入し た防災士で組織さ れる 「 新潟市防災士の会中央区

支部」 の事務局用務を 遂行するために利用する 。  

記録項目 
１  氏名、 ２  性別、 ３  生年月日、 ４  年齢、 ５  住所 

６  電話番号、 ７  メ ールアド レ ス 

記録範囲 新潟市中央区防災士の会会員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

           NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
□法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が１ ， ０ ０ ０ 人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 中央区避難所担当・ 指名職員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 災害対応用務を 遂行する ために利用する 。  

記録項目 １  氏名、 ２  所属、 ３  電話番号、 ４  メ ールアド レ ス 

記録範囲 中央区避難所担当職員及び指名職員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

           NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
□法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が１ ， ０ ０ ０ 人未満 

 

48



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 校区交通安全推進協議会関係綴 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
各小学校区の協議会に、 児童の交通安全のために行う 活動に

対し 助成 

記録項目 １  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  口座情報 

記録範囲 各交通安全推進協議会 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

 

（ 名 称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553新潟市中央区西堀通6番町866番地 

Next 21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

49



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 

 

50



 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 「 にいがた防犯ボラ ン ティ アネッ ト ワーク 」 登録団体名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 防犯用務を 遂行する ために利用する。  

記録項目 
１  代表者氏名、 ２  代表者住所、 ３  代表者電話番号、 ４  

代表者メ ールアド レ ス 

記録範囲 「 にいがた防犯ボラ ン ティ アネッ ト ワーク 」 登録団体 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

（ 名称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 

           NEXT21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 

51



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
□法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が１ ， ０ ０ ０ 人未満 
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個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 緊急告知Ｆ Ｍラ ジオ関連 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務を つかさ どる 組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 
自治会・ 町内会に貸与し ている「 緊急告知Ｆ Ｍラ ジオ」 の設

置場所登録管理 

記録項目 １  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号 

記録範囲 自治会・ 町内会 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を 受理する 組織の名
称及び所在地 

 

（ 名 称） 新潟市中央区役所総務課 

（ 所在地） 〒951-8553新潟市中央区西堀通6番町866番地 

Next 21 5階 

訂正及び利用停止に関する 他の
法令の規定による 特別の手続等 

― 
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個人情報フ ァ イ ルの種別 

□法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
☑法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

る フ ァ イ ル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する 個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける 組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を 受ける 組織
の名称及び所在地 

― 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する 提案を するこ と が
でき る期間 

― 

備   考 個人情報フ ァ イ ルの本人の数が1, 000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員採用関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所総務課 

個人情報ファイルの利用目的 会計年度任用職員の採用に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 生年月日、４ 電話番号、５ 学

歴、６ 職歴、７ 資格・免許 

記録範囲 会計年度任用職員採用試験申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市中央区役所総務課 

（所在地）〒951-8553 新潟県新潟市中央区西堀通6番町866

番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 証明書交付申請書綴り(市民税・納税・資産税関係証明書等) 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所東出張所 

個人情報ファイルの利用目的 各種証明書の交付事務を行うため 

記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、 5 電話番号 

6 家族関係、 

記録範囲 本人、本人から委任を受けた者 

記録情報の収集方法 本人・本人から委任を受けた者からの証明書交付申請書の受付 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区役所東出張所 

（所在地）〒950-0083 新潟市中央区蒲原町7番1号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じない範囲で行政機関等匿

名加工情報を作成することが困難であるため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 証明書交付申請書綴り（戸籍・住民票・印鑑証明書 等） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所東出張所 

個人情報ファイルの利用目的 各種証明書の交付事務を行うため 

記録項目 
1 氏名 2 性別 3 生年月日 4 住所、 5 電話番号 

6 本籍・国籍 7 家族関係 8 印鑑登録番号 

記録範囲 本人・家族、本人から委任を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、本人から委任を受けた者からの証明書交付申請書の受付 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区役所東出張所 

（所在地）〒950-0083 新潟市中央区蒲原町7番1号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じない範囲で行政機関等匿

名加工情報を作成することが困難であるため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住民異動届書、国保加入・脱退届書 綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所東出張所 

個人情報ファイルの利用目的 住民異動届、国保加入・脱退届の受付事務を行うため 

記録項目 

1 氏名 2 性別 3 生年月日 4 住所、 5 電話番号 

6 本籍・国籍 7 家族関係 8 識別番号等  

9 保険証番号 10 年金番号 

記録範囲 本人・家族、本人から委任を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、本人から委任を受けた者からの異動届の受付 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区役所東出張所 

（所在地）〒950-0083 新潟市中央区蒲原町7番1号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じない範囲で行政機関等匿

名加工情報を作成することが困難であるため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 マイナンバー制度に関する届書 綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区役所東出張所 

個人情報ファイルの利用目的 マイナンバー制度に関する届書の受付事務を行うため 

記録項目 
1 氏名 2 性別 3 生年月日 4 住所、 5 電話番号 

6 家族関係 7 識別番号等  

記録範囲 本人、本人から委任を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、本人から委任を受けた者からの届書の受付 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区役所東出張所 

（所在地）〒950-0083 新潟市中央区蒲原町7番1号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じない範囲で行政機関等匿

名加工情報を作成することが困難であるため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金事務申請受付台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

中央区東出張所 

個人情報ファイルの利用目的 
資格取得、喪失、変更、免除の申請等受付を行い、中央区所

管課へ申請書類等を送付するため。 

記録項目 

1氏名 2性別 3生年月日、年齢 4住所、電話番号 

5本籍、国籍 6家族関係 7識別番号等 8受付年月日 

9届出の区分 10異動年月日 11相談 

記録範囲 国民年金被保険者（届出・申出・申請者） 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外からの申請の受付 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市中央区東出張所 

（所在地）〒950-0083 新潟市中央区蒲原町7番1号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

65



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じない範囲で行政機関等匿

名加工情報を作成することが困難であるため 
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